
 

 

 

(仮称)久留米市人権施策推進委員会 

            の設置について 

～「住みやすさ日本一」を目指して～ 

久留米市では、人権問題の解決は「住みやすさ日本一」を実現するためにも重要な

課題であると考えています。 

今後、現代的な人権問題を含めた人権行政を積極的に進めていくため、これまでの

取り組みの検証や人権行政のあり方について広く意見を聞く「(仮称)久留米市人権施

策推進委員会」を設置するものです。 

■設置目的 

  これまで久留米市が取り組んできた、人権・同和行政の検証を行うとともに、今

後市が積極的に取り組むべき現代的な人権問題を含めた、包括的な人権行政の基本

的な方向や施策のあり方について広く意見を聞くことを目的に設置する。 

■設置時期 

 未定（１０月上旬の設置に向け今後準備を進める） 

■委員構成 

１０名程度（学識経験者、人権関係団体、教育関係者、企業 等） 

■人権課題への取り組み 

【現在の課題】 

 ○人権３法の施行への対応（障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別

解消推進法）。 

 ○同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人、LGBTなど、それぞ

れの人権問題の解決に向けた具体的な対応。 

【取り組み姿勢】 

 ○あらゆる人権問題の解決に向けては、部落解放同盟等のこれまでの歩みや手法を

尊重しつつも、課題解決型の取り組みをさらに強化しながら、積極的かつ包括的

に取り組む。 

○今後の人権行政については、全国的な方向性や課題の対象者の数及び、課題の深

刻性により、予算・人員などの均等化を考えていく。 

 

 問い合わせ先 

担 当 課 協働推進部人権・同和対策課 

担当者名 楢原・福永・森田 

連 絡 先 ０９４２－３０－９０４５ 
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